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第４号様式（第１０条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 第３回武蔵村山市市民協働推進会議 

開 催 日 時 平成２６年７月１７日（木）午後６時 ～ ８時 

開 催 場 所 中部地区会館４０３集会室 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

出席者：渡辺龍也、瀬口圭志、中村政義、北口良夫、本間由美子、前田啓

子、比留間毅浩、山田行雄 

欠席者：鴻田臣代、高橋茂明 

（事務局）協働推進課長、協働推進課主査、協働推進課主事 

報 告 事 項 報告事項 武蔵村山市協働事業提案制度の提案事業の審査要領について 

議 題 
議題１ 協働事業提案制度提案事業の第一次審査について 

議題２ その他 

結 論 
（決定した方針、残さ

れた問題点、保留事項

等を記載する。） 

議題１ 協働事業提案制度提案事業の一次審査について 

    全ての提案事業を第二次審査対象事業として選定する。 

 

議題２ その他 

    １ 第二次審査での時間配分について 

 

２ 次回以降の会議の開催日程 

第４回会議は９月２２日（月）、第５回会議は９月２５日

（木）、第６回会議は９月２９日（月）に開催する。場所につ

いては、いずれも市役所４０１大集会室で開催する。 

審 議 経 過 
（主な意見等を原則と

して発言順に記載し、

同一内容は一つにまと

める。） 

 

（発信者） 

□印：座 長 

○印：委 員 

●印：事務局 

 

議題１ 協働事業提案制度提案事業の第一次審査について 

 

（事業番号２６－１について） 

 

○ 「カフェおとなりさん」とは、団体所有の施設か 

● 団体所有の施設である。 

○ 出前講座の開催場所を、神明・伊奈平・三ツ木の三か所にした意図

は。 

○ この団体の活動拠点は大南であり、大南へ行きにくい地域を選定し

たのではないか。 

○ 類似した事業を市が実施しているのではないか。 

● 委託により実施している。 

○ 対象は。 

● ６５歳以上のようである。 

□ 交通の便が悪い地域で行うという点は、意義がある。その他の確認

事項については、第二次審査で確認してもらいたい。 

 

（事業番号２６－２について） 

 

○ ムラッパーというのは。 

● 団体が考案したキャラクターである。 

○ 市公認のキャラクターなのか。 

● 市公認ではない。 

○ 今後、他の団体もキャラクターを考案し、同内容の提案をしてくる



 2 

可能性もあるのではないか。 

○ 市が非公認のキャラクターを使った事業に、市が補助金を出すとい

うのはどうなのか。 

○ キャラクターは団体が事業を行う上での手段の一つであり、市の公

認であるか非公認であるかは、問題ないのではないか。 

○ デエダラまつり等のイベントには参加しないのか。 

○ 市外に対するＰＲを考えているのではないか。 

□ 事業の目的に、地域ブランド認証商品の販売拡大とあるが、これは

どのようなことか。 

● 団体がイベントに参加する際に、地域ブランド認証商品の店にも同

行してもらい、現地で出店・販売することで、武蔵村山市をＰＲしよ

うという意図である。 

□ 補助金を出すことで、市の公認キャラクターというわけではないこ

とを、明確にする必要はある。その他の確認事項については、第二次

審査で確認してもらいたい。 

 

（事業番号２６－３について） 

 

□ 残堀・伊奈平地区児童館をモデルケースにするとあるが、今年度実

施の事業でも同様のことを謳っていた。 

○ ２年目の事業なので、１年目の事業成果を踏まえて拡大・発展した

企画が好ましい。 

○ 子ども家庭支援センターとは。 

● 市民総合センターの２階にある、子育て支援課の指定管理で運営し

ている施設である。 

○ 実施の手法に児童館事業と子育て支援事業とあるが、区別がよくわ

からない。 

□ 団体としても明確な区別ができていないのではないか。その他の確

認事項については、第二次審査で確認してもらいたい。 

 

（事業番号２６－４について） 

 

○ 昨年度の企画との違いは。 

● 昨年度は、甲冑作りを通じて歴史を学び、武蔵村山市への愛着や理

解を深めるという主旨であった。今年度は、作成した甲冑を活用して

市内のイベントに参加し、地域おこしをするのが主旨と聞いている。 

○ 以前は参加者負担があった。 

○ 作成した後の保管場所が問題である。 

□ 予算書の割合を見ると、甲冑作りがメインであると感じる。作った

甲冑が、事業後に個人の持ち物にならないようにする必要がある。そ

の他の確認事項については、第二次審査で確認してもらいたい。 

 

（事業番号２６－５について） 

 

□ 観光ツアーをＮＰＯ等が独自に行うことは禁止されているので、必

ず業者に委託しなければならない。 

 

○ 周遊ポイントに、寺や神社等、歴史を学べる施設をもっと取り入れ

るべきではないか。 

□ 市民観光ガイドの育成とあるが、どのような形で育成するのかが明
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示されていない。 

○ ツアー参加者が、いずれは自分がガイドできるように、理解や知識

を深めるという主旨ではないだろうか。ただツアーに参加するだけで

は意味がない。 

○ マイクロバスで市内を６時間もかけて回る必要があるのか。散策の

方が適していると思う。 

□ 誰を対象に、何を目的に事業を行うのかよくわからない。 

○ 市の役割として、運行車両の提供とあるが、これは何のための車両

だろうか。マイクロバス代は確保しているようだが。 

□ その他の確認事項については、第二次審査で確認してもらいたい。 

 

（事業番号２６－６について） 

 

○ 機械を使った植栽の場所の確保とあるが、重機を使用して整地する

等のことか。 

● 花や木を植える際に大きな穴を掘ったりする必要がある場合のこと

ではないかと思われる。 

○ 講師、アドバイザー費は１２ヶ月分計上されているが、スケジュー

ルでは８月と１２月は事業が行われないことになっている。 

□ 講習費を収入に計上しているが、内容がよくわからない。その他の

確認事項については、第二次審査で確認してもらいたい。 

 

（事業番号２６－７について） 

 

○ ２６年度は４校で実施し、２７年度は２校で実施となっている。２

年目に実施校が減るというのは疑問だ。 

□ 備品としてハンドボール専用簡易ゴールの金額が９２，８８０円と

なっているが、規定上の問題はないのか。 

● 備品は原則として１万円以上１０万円未満のもので、補助対象経費

の３０％未満と規定しているので問題ない。 

□ 事業終了後、団体の所有物になるのか。 

● そのとおり。 

○ 実施回数に対し、講師謝礼が非常に高額に感じる。 

□ 事業を実施した学校は、次年度はどうなるのか。やりっぱなしにな

らないようにする必要がある。 

□ 市内中学校に一つしかハンドボール部がないので、中学生向けの普

及事業を行った方が良いのではないかと思う。その他の確認事項につ

いては、第二次審査で確認してもらいたい。 

 

 

議題２ その他 

 

（第二次審査での時間配分について） 

 

● プレゼンテーションは三日間を予定しており、時間配分はプレゼンテ

ーションが２０分、質疑応答が１５分を予定している。 

□ 質疑応答が１５分というのは短いのではないか。プレゼンテーショ

ンが１５分、質疑応答が３０分としてはどうか。 

 

-異議なし- 
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● 質疑応答の時間内に、協働担当課にも意見を聞く時間を設けたいと

思う。 

 

（次回以降の会議の開催日程） 

 

□ 第４回会議は９月２２日（月）、第５回会議は９月２５日（木）、

第６回会議は９月２９日（月）に開催する。場所については、いずれ

も市役所４０１大集会室で開催する。 
 

会議の公開・ 

非 公 開 の 別 

☑公  開                傍聴者：    ０ 人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶 務 担 当 課     生活環境部  協働推進課 （内線： ２４２ ） 

（日本工業規格Ａ列４番） 

 


